
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス対策について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ.新型コロナウィルス感染症対策（学校教育部） 

１．一斉休校から学校再開まで 

月 日 国の動き 野田市教育委員会 

2 月 20 日(木)  第 1 回対策本部会議 

 24 日(月) 政府の専門家会議が「１～2 週間

が急速な拡大が終息かの瀬戸際」

と指摘 

 

 25 日(火) 適切な休校実施を学校設置者に要

請する政府基本方針決定 

第 2 回対策本部会議 

 26 日(水) 北海道教育委員会が、全小中学校

の 1 週間の臨時休校を要請 

 

 27 日(木) 安部首相が 3 月 2 日から春休みま

で、全国の小中高や特別支援学校

窓に一斉給を要請 

第 3 回対策本部会議 

 28 日(金) 北海道の鈴木知事が道民に外出自

粛を呼びかける独自の緊急事態宣

言 

第 4 回対策本部会議 

学校へ、3 日～13 日臨時休業（通知） 

3 月 6 日(金)  第 5 回対策本部会議 

 9 日(月) 専門家会議の脇田座長が 19 日ご

ろまでの休校継続を要望 

 

 10 日（火）  第 6 回対策本部会議 

 11 日（水）  学校へ～23 日臨時休業延長（通知） 

 16 日(月)  中学校卒業式（11 日から延期）（縮小で実施） 

第 7 回対策本部会議 

 18 日(水)  小学校卒業式（縮小で実施） 

 19 日(木) 専門家会議が感染者未確認地域で

学校再開を容認する見解 

第 8 回対策本部会議 

 20 日(金) 政府が一斉休校要請の延長見送り

を確認 

 

 24 日(火) 萩生田文科相が学校再開の指針発

表 

修了式（放送で実施） 

 26 日(木)  第 9 回対策本部会議 

4 月 1 日(水) 専門家会議が感染拡大地域では一

斉休校も選択肢とする提言。東京

都教委が都立学校の休校を大型連

休最終日の 5 月 6 日まで継続決定 

 

 2 日（木） 北海道が 4 月 6 日以降の順次再開

を発表、大阪府は 5 月 6 日まで継

第 11 回対策本部会議 

 



続決定など判断が分かれる 

 3 日（金）  第 12 回対策本部会議 

 5 日(日)  4 月 7 日火曜日から 12 日日曜日まで、再び臨

時休業（通知） 

 6 日(月)  始業式（放送） 

 7 日(火) 首相が新型コロナウィルス特措法

に基づき、東京や大阪など 7 都府

県に 5 月 6 日までの緊急事態宣言

を発令 

中学校入学式（2ｍ間縮小で・校庭も） 

第 13 回対策本部会議 

 8 日(水)  小学校入学式（２ｍ間隔縮小で・校庭も） 

 9 日(木)  臨時休業中の分散登校開始（通知） 

 10 日(金)  第 14 回対策本部会議 

 12 日（日）  第 15 回対策本部会議 

 13 日（月）  分散登校 

 14 日(火)  分散登校するも、15 日（水）からの中止（通知）

※感染防止の安全担保が不足のため 

第 16 回対策本部会議 

 16 日(木) 宣言の対象を全都道府県に拡大

で、全国で新たに休校実施や延長

などの動き 

 

 20 日(月)  第 17 回対策本部会議 

 24 日(金)  第 18 回対策本部会議 

 30 日(木)  第 19 回対策本部会議 

5 月 1 日(金)  5 月末まで臨時休業期間延長（通知） 

 4 日(月) 全国を対象に 5 月末まで延長決定  

 7 日(木)  第 20 回対策本部会議 

 10 日(日) 特定警戒都道府県以外の 34 県に

ついて 14 日を目途とする宣言解

除に向けて検討 

 

 13 日（水）  第 21 回対策本部会議 

 14 日（木） 39 県を緊急事態宣言解除。なお、

8 つの特定警戒都道府県において

は、１週間後の２１日をめどに評

価し、可能であれば３１日の期間

満了を待つことなく、緊急事態を

解除する考え 

 

 18 日(月)   

 20 日(水)  第 22 回対策本部会議（野田市学校再開につい



て協議し決定）：6/1 から分散登校再開、6/22

から通常の教育活動）※感染防止・学習の保証

だが、あくまで状況次第で変わっていく 

 21 日（木） 大阪府・京都府・京都府の近畿 3 府

県で緊急事態宣言解除 

（首都圏 4 都県と北海道について

はまだ） 

 

 

 22 日（金）  市ＨＰ(6/1～段階的に分散登校し、6/22 から

通常の授業を開始)にアップ 

※感染防止・学習の保証だが、あくまで状況次

第で変わっていく 

 25 日（月） 午後 6 時安部首相が記者会見で、

宣言の解除（東京都・神奈川県・千

葉県・埼玉県の首都圏 4 都県と北

海道）について表明 

 

２．野田市の検体数と陽性者について 

 

検体数類型 ‘５００ 陽性数類型 ‘ １５ 陽性率 ‘３．０％ 

３．【学びを止めない、そして、生活のリズムを取り戻す】 

（１）学校再開について 

感染を防ぎつつ学習の遅れを取り戻す 

※野田市では、今年度中に小１～中 3 の授業内容（教科書）は終了させるという考えである。 

 そのため、授業 1 コマを小学校では 45 分から 40 分、中学校では 50 分から４５分として浮いた

15 分を合わせて 1 コマ増やす、夏休みの短縮や土曜授業の活用などを通じて、授業時間を捻出し、

効果的な指導スケジュールを組む。今後、校長会と調整する。 

 休校中は各家庭での学習が中心だったため、子どもたちの取組に差が生じやすく、理解度のばら

棒グラフ：検体数 

折れ線グラフ：陽性者 

4 月 3 日陽性者 1 

4 月 10 日陽性者１ 

4 月 11 日陽性者 4 

4 月 14 日陽性者３ 

4 月 16 日陽性者１ 

4 月 18 日陽性者 1 

4 月 23 日陽性者２ 

5 月 10 日陽性者１ 

5 月 19 日陽性者１ 

※5 月 20 日から 

陽性者０ 



つきが予想される。6 月・7 月は、従来以上に一人一人の状況を見極めながら、きめ細かい指導を

行うことが求められる。 

特に、進路指導の必要な小６・中 3 については優先的な補修等の実施を検討することとし、校長

会と教育課程を編成していく。 
 

（２）【非常事態宣言解除後、「学校の新しい生活様式」】 

〇感染リスクで３段階に地域分け 

        ⇒レベル３（特定警戒都道府県：本日６時首相が会見で） 

         レベル２（感染拡大注意都道府県：兵庫県・大阪府） 

         レベル１（感染観察都道府県：京都府） 

          ※全レベルでマスク着用が望ましい（体育の授業や熱中症など健康被害の可能

性が高い場合は必要なし） 

   ※このレベル１から３は都道府県が判断する 

     千葉県は６／１から学校再開（分散登校）、６／１５から通常授業と予定していることから、 

6/15 にレベル１とするのではないか 

 

〇文科省マニュアルにはないが⇒運動会（どの時期で実施の有無を決めるか 

               小学校の林間学校、 

               小学校の修学旅行、 

中学校の林間学校 

中学校の修学旅行、 

文化祭・バザー 

〇学校給食再開は 6/22 から⇒レベル３（配膳を省略できる品数の少ない料理：主菜と具だくさん汁

物・調理場で弁当容器などに盛り付け→難しい場合は、配膳不要の簡単

な給食）  

              レベル２・１（衛生管理を徹底し、通常の給食再開予定） 

〇授業や部活動⇒リスクの高いレベル３（実施できない授業も） 

       ⇒グループによる実験観察、合唱や管楽器演奏（ＣＤを聴きながら心の中で歌わせる）、 

       ⇒部活動（密集する運動、組み合い・接触が多い部活、向かい合って発生する部活） 

〇夏休みの短縮⇒ 

〇遅れた授業数について授業時間 

⇒小学校１コマ（４５分を４０分）、中学校１コマ（５０分を４５分）とし、授業時数

を捻出していく。その内容については、校長会と協議し工夫していく。 

〇教室の座席配置⇒レベル１約１ｍ、レベル２・３ ２ｍ（最低でも１ｍ） 

〇ＩＣＴの活用（ネット対応機器貸与 

⇒野田市は児童生徒へのアンケートを行い、家庭でネット環境のない７７２人を把握

した。通信機器を新たに借り上げ、各学校のパソコンとともに貸し出すことにした。

対象経費１１７０万円。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校再開（分散登校） 

第１段階 

第２段階 

第３段階 

通常授業 

給食開始 
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